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O山梨県附属機関の設置に関する条例 (抜粋)

(趣旨)

第一条 この条例は、法令又は他の条例に別に定めのあるものを除くほか、地方自治法 (昭

和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第二項に規定する附属機関に関し、必要な
事項を定めるものとする。

(附属機関の設置及び担任事務)

第二条 執行機関の附属機関として、別表第一に掲げる機関を設置し、その担任する事務
は は 表の担任事 に掲 Iザ るとおりとする。

2～ 4 略

(組織 )

第四条 附属機関は、別表第一、別表第二、別表第二及び別表第
る数の委員で組織する。

2 委員は、別表第一、別表第

四の委 の定数欄 | こ掲 げ

第二及び別表第四の委員の要件欄に掲げる者のう
する。ちか ら、執行機関が任命 し

二、別表

又は萎田屈

3
欄に掲げる

とお りとする。

(会長等)

第五条 附属機関に、執行機関の規則で定めるところにより、会長又は委員長 (以下「会長」
と総称する。)及び副会長又は副委員長 (以下「副会長」と総称する。)を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、附属機関を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 副会長が置かれていない附属機関にあつては、会長に事故があるときは、あらかじめ
会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第六条 附属機関の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、執行機関の規則で定める場合を除くほか、委員の三分の一以上が出席しなけ
れば、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ
ろによる。

委員の任期は、別表第一、別表第二、別表第二及び別表第 の委員の任
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(部会等 )

第七条 附属機関に、執行機関の規則で定めるところにより、部会又は小委員会を置 くこ

とができる。

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、附属機関の担任事務、組織及び運営等に関し必要

な事項は、執行機関の規則で定める。

別表第一(第二条、第四条関係)

一 知事の阻属機関

附属機関 担任事務

山梨県文学館協 館法第二十三条第二

の規定による山梨県立文

学館の運営に関する事項の

査審議及び意見の具申

に関する事務

山梨県立文学館 山梨県立文学館|〒おける資

料の収集、保存及び展示並

びにその実施する事業に関

する調査審議に関する事務

委員の要件

一 学校教育の関係者

三 社会教育の関係者

三 家庭教育の向上に資す

る活動を行う者

四 学識経験のある者

二 学識経験のある者

二 優れた識見を有する者

委員の

定数

十五人

以内

人 以

内

委員の

任期

年

|二年

問委員会

山梨県立文学館専門委員会にういては、執行機関の規則は定められていないため、記載

3
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O博物館法 (抄 )

昭和 26年法律第 285号
最終改正 :令和 4年法律第 24号
最終施行 :令和 5年 4月 1日

(定義 )

第二条 この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関す

る資料を収集 し、保管 (育成を含む。以下同じ。)し、展示 して教育的配慮の下に一般

公衆の利用に供 し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事

業を行い、併せてこれ らの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関 (社会教

育法による公民館及び図書館法 (昭和二十五年法律第百十八号)による図書館を除

く。)の うち、次章の規定による登録を受けたものをいう。

4 この法律において「博物館資料」とは、博物館が収集 し、保管 し、又は展示する資料

(電磁的記録 (電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作 られた記録をいう。次条第一項第二号において同じ。)を含む。)をいう。

(博物館の事業)

第二条 博物館は、前条第一項に規定する目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業

を行う。

一 実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、レコー ド等の博物館資料

を豊富に収集し、保管し、及び展示すること。

三 分館を設置し、又は博物館資料を当該博物館外で展示すること。

三 博物館資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること。

四 一般公衆に対 して、博物館資料の利用に関 し必要な説明、助言、指導等を行い、又

は研究室、実験室、工作室、図書室等を設置 してこれを利用させること。

五 博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行 うこと。

六 博物館資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行 うこと。

七 博物館資料に関する案内書、解説書、日録、図録、年報、調査研究の報告書等を作

成 し、及び頒布すること。

八 博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催 し、及びその開催を

援助すること。           、

九 当該博物館の所在地又はその周辺にある文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十

四号)の適用を受ける文化財について、解説書又は目録を作成する等一般公衆の当該

文化財の利用の便を図ること。

十 社会教育における学習の機会を利用 して行つた学習の成果を活用 して行 う教育活動

その他の活動の機会を提供 し、及びその提供を奨励すること。

学芸員その他の博物館の事業に従事する人材の養成及び研修を行 うこと。

4
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十 学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力

し、その活動を援助すること。

は め

の と い の

2

交換その の活動を じ電相互 | 連携 を りながら協 す る
の 交 刊行物 び情報の

よ う努める のとする 命

と3
が ら

関する体験活動その他の を通じて て)し てヽの理解を め る
文化資

い の の つ て の

に寄 するよう努めるものとする。

長、学芸員その他の職員 )

条 博物館に、館長を置 く。

館長は、館務を掌理 し、所属職員を監督 して、博物館の任務の達成に努める。

博物館に、専門的職員として学芸員を置 く。

学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他 これ と関連する事業に

し

(館

第四

2

3

4

ついての専門的事項をつかさどる。

5 博物館に、館長及び学芸員のほか、学芸員補その他の職員を置くことができる。

6 学芸員補は、学芸員の職務を助けるb

(学芸員の資格)

第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、学芸員となる資格を有する。

一 学士の学位 (学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第百四条第二項に規定す

る文部科学大臣の定める学位 (専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限

る。)を含む。)を有する者で、大学において文部科学省令で定める博物館に関する科

目の単位を修得したもの

二 次条各号のいずれかに該当する者で、三年以上学芸員補の職にあつたもの

三 文部科学大臣が、文部科学省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以

上の学力及び経験を有する者と認めた者

2 前項第二号の学芸員補の職には、官公署、学校又は社会教育施設 (博物館の事業に類

する事業を行う施設を含む。)における職で、社会教育主事、司書その他の学芸員補の

職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するものを含むものとする。
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(学芸員補の資格)

第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、学芸員補となる資格を有する。

短期大学士の学位 (学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学

位 (専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)及び同条第六項に規

定する文部科学大臣の定める学位を含む。)を有する者で、前条第一項第一号の文部

科学省令で定める博物館に関する科目の単位を修得したもの

前号に掲げる者と同等以上の学力及び経験を有する者として文部科学省令で定める

(博物館協議会 )

第二十三条 公立博物館に、博物館協議会を置 くことができる。

2 博物館協議会は、博物館の運営に関 し館長の諮間に応ずるとともに、館長に対 して意

見を述べる機関とする。

第二十四条 博物館協議会の委員は、地方公共団体の設置する博物館にあっては当該博物

館を設置する地方公共団体の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭

和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところにより地方公共

団体の長が当該博物館の設置、管理及び廃上に関する事務を管理し、及び執行すること

とされている場合にあっては、当該地方公共団体の長)が、地方独立行政法人の設置す

る博物館にあつては当該地方独立行政法人の理事長がそれぞれ任命する。

(入館料等)

第二十六条 公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはな

らない。ただし、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対

価を徴収することができる

一
一
者
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文 学 館 組 織 図

※副館長及び総務課職員は美術館勤務で文学館と兼務

※次長は文学館勤務で美術館と兼務

糊
職

兼

ヽd

学芸担当 教育普及担当

文学館協力会

兼
　

　

兼
　
　
兼

○

令和5年 12月 1日 現在

県立文学館

合計

21

(兼 4)

会計年度
任用職員

9

(兼 1)

特別職
非常勤職員

1

再任用
短時間

1

所属名

正規職員

10

(兼 3)

資料等の整理
閲覧室カウンター業務

資料等の整理
関覧室カウンター業務

資料等の整理
閲覧室カウンター業務

資料等の整理
関覧室カウンター業務

文献模索システムの
管理、逐次刊行物の
受入・管理

図書・視聴資料の整
理・登録、レファレンス

事例の公開

主たる業務

担当の総括
図書、逐次刊行物の

評価・公開

購入資料の選定等

志村 彩夏

千野 国弘

水上 百合子

内藤 るか

白倉 美紀子

小林 幸代

高木 美和

氏  名

資料情報課

齊藤 初美

会計年度
任用職員

会計年度
任用職員

会計年度
任用職員

会計年度
任用職員

繭ジ一ゲ．
主 査

専門員

職  名

課  長

高室有子
嘲 露

整

里当の総枯

津校教育・生涯学習機

周との連携・協力、教
雪普及募蓑

学校教育・生涯学習
機関との連携協力、教
育普及事業

学校教育・生涯学習
機関との連携協力、教
育普及事業

主たる業務

学芸幹

関口 慶子

須々木 渚

氏  名

野呂瀬 慎

主査

主任

職  名

麟Ｊ・ダ．

企画、調整保坂 雅子

学芸課

今村 公彦

小林 司

三枝 昂之

特殊資料の整理公開

業務補助

展の補助、特殊資料
の収集等の補助

企画展・特設展・常設

ボランティアの育成・

指導等

主たる業務

子日当の 総 枯

企画展・常設展の実
施、特殊資料の整理
公 開

課  長

次  長

副館長

館  長

松井 あすか

雨宮 弘志

佐藤 明子

伊藤 夏穂

成島 由季子

氏  名

中野 和子

会計年度
任用職員

会計年度
任用職員

会計年度
任用職員

学芸員

会計年度
任用職員

職  名

リーダー
学芸員

職員給与等
共済組合、互助会

業務補助

主たる業務

担当の総括
予算管理

会計・経理
旅費・物品

総括

文学館協議会

小尾 祐子

窪坂 修

北村 圭

笠井 愛

氏  名

総 務 課

今村 公彦

会計年度
任用職員

会計年度
任用職員

副主査
リーダー

主任

課 長
(事 務取扱)

職  名

主たる業務

協力会業務

氏  名

千国 ちふみ

職  名

協力
職 具



文学館の観覧者数の推移

常設展及び企画展の観覧者の状況は、次のとおりである。

年度 開館日数 常設展観覧者数 企画展観覧者数 合計

Hl 34 10,008 42,544 52,552

2 298 79,124 20,233 99,357

3 296 59,616 22,059 81,675

4 292 46,945 2ヽ 1047 67,992

5 291 41,812 8,271 50,083

6 290 44,279 29,874 74,153

7 294 35,409 14,885 50,294

8 294 31,536 16,804 48,340

9 291 29,730 8,205 37,935

10 293 32,209 15,433 47,642

11 296 20,652 9,832 30,484

12 299 19j258 7,786 27,044

13 225 17,901 10,259 28,160

14 301 19,487 8,805 281292

15 302 18,641 8,535 27,176

16 302 18,117 12,790 30,907

17 303 15,008 7,232 22,240

18 311 16,084 7,116 23,200

19 311 19,676 9,795 29,471

20 307 可4,908 9,416 24,324

21 295 19,374 13,993 33,367

22 307 211085 17,983 39,068

23 311 17,280 8,371 25,651

24 311 24,660 4,641 29,301

25 306 23,749 5,620 29,369

26 308 41,209 39,356 80,565

27 310 18,763 41758 23.521

28 306 18,358 6,315 24,673

29 304 22,121 4,121 26,242

30 303 19,736 4,698 24,434

Rl 274 22,538 11,466 34,004

R2 258 15,591 13,628 29,219

R3 273 13,548 5,599 19147

R4 212 16,336 4,734 21,070

R5 133 18,559 20,704 39,263

計 91841 903,307 431,470 1,299,882

R4年 12月 1日 ～R5年 4月 30日

空調改修工事の為臨時休館

8

1月 末現在 (4月 1日 ～4月 30日 臨時休館)



令和5年度常設展観覧者数    令和4年度常設展観覧者数

月 開館日数 観覧者数 日ヽ平均

4 0 0 #DIV/0!

5 27 2,175 81

6 26 1,531 59

7 26 2,110 81

8 28 4,076 146

9 26 2,686 103

10 26 1,222 47

11 26 3,269 126

12 21 955 45

1 21 535 25

2

3

計 227 18,559 82

月 開館日数 観覧者数 1日 平均

4 26 11260 48

5 27 3,234 120

6 26 1,869 72

7 27 1,993 74

8 27 2,768 103

9 27 1,406 52

10 26 1,341 52

11 26 2,465 95

12 0 0 ######

1 0 0 ######

2 0 0 #導辞###

3 0 0 ######

計 212 16,336 77

9月

まで
212 161336 77

前年同期比   1136%

観覧者 (常設展十企画展十特設展十新収蔵品展)

合計       1,684,670名

特設展観覧者数1270,563
新収蔵品展観覧者数 79,330
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文学館における「利用者」の状況
※令和4年 12月 1日 ～令和5年4月 30日 の期間は空調工事につき臨時休館のため実績は11月 末時点

令和 4年度実績  ( )内は令和 5年 1月 末時点 ※12月 より3月 末まで体館したため()内の数字に動きなし

館内利用者 展示観覧者 常設展示観覧者

企画展示観覧者

新収蔵品展、特設展示観覧者

施設利用者 閲覧室

講堂

研修室

研究室

茶 室

屋外利用

アートツアー

その他

うち教育普及事業利用者 各種講演・講座等

名作映画鑑賞会

イベント等

72,¬ 2名

(72,112名 )

30.555名

(30,555名 )

16,336名

(16,336名 )

4,734名

(4,734名 )

9,485名

(9,485名 )

1,962名

(11962名 )

2,626名

(2,626名 )

111190名

(11,190名 )

5,453名

(5,453名 )

1名

(1名 )

1,803名

(1,803名 )

16.692名

(161692名 )

72名

(72名 )

3,720名

(3,720名 )

うち教育課程

41,557名

(411557名 )

81378名

(8,378名 )

3,189名

(3,189名 )

359名

(359名 )

4,830名

(4,830名 )

7,978名

(71532名 )

21名

(21名 )

531名

(531名 )

7,078名

(6,632名 )

348名

(348名 )

館外事業利用者 文学解説講座 (講師派遣)

小中高 文学教室 (講師派遣 )

移動文学館パネル展示等

普及広報活動

O文学館の利用者とは、文学館の施設、提供するサービスを利用した者および文学館の事業・活動に参加したすべての対象者をいいます。
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文学館における「利用者」の状況

※令和4年 12月 1日 ～令和5年4月 30日 の期間は空調工事につき臨時休館。R5年度は5月 1口 より開館。

令和 6年 1月 末現在

O文学館の利用者とは、文学館の施設、提供するサービスを利用した者および文学館の事業・活動に参加したすべての対象者をいいます。

常設展示観覧者展示観覧者館内利用者

企画展示観覧者

新収蔵品展、特設展示観覧者

うち教育課程

閲覧室施設利用者

講堂

研修室

研究室

茶室

屋外利用

アートツアィ

その他

各種講演・講座等うち教育普及事業利用者

名作映画鑑賞会

イベント等

18,559名

1211247名 47,020名

20,704名

7,757名

960名

19,118名

74,227名

221186名

6,986名

140名

1,557名

22,314名

70名

1,996名

2,937名

15,772名

455名

12,380名

101名

12,746名

1,145名

111044名

456名

文学解説講座 (講師派遣)

館外事業利用者

小中高 文学教室 (講師派遣)

移動文学館パネル展示等

普及広報活動
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企 画 者
年 度 開催 日数 観 賢者 数 1日 平均

Hl 87 42.544 489
2 書簡の文学 51 9.877 194
2 ロ ー 33 10.356 314
3 旅の文学 33 4,694 142
3 芥川 i 三之介展 48 17,365 362
4 子 明 38 9.471 249
4 田 56 11.576 207
5 現代の女性作家 42 8,271 197
6 山崎方代展 54 6,020 111

6 中村星湖展 54 5.842 108
6 電学とミレー展 51 18,012 353
7 井伏鱒二 68 10,294 151

7 田中冬二展 43 4,591 107
8 宇野千代の世界 33 8.865 269
8 北巨摩の文学 93 7.939 85
9 田 56 3.448 62
9 現代歌人の宴 56 4,757 85

10 画 文 飯田蛇笏 め ぐ 人たち 55 8,334 152
10 山本周五郎の世界 56 7.099 127
11 よし・女性の文学 56 4.586 82
11 山梨の文学-21世紀ヘー 91 5,246 58
12 画文交 か ら ヘ正 56 2,835 51

12 太宰治と檀一雄 56 4.951 88
13 夏 目 , t石展 57 5,353 103
13 富士百景 54 4.406 82
14 33 4,297 130
14 々 56 4.508 81

15 」の 57 3.514 62
15 ,II 之 56 5,021 90
16 日 一 I 44 4,165 95
16 55 8_625 157
17「赤い鳥」と「少年倶楽部」の世界 52 3.090 59
17 山 の 56 4,142 74
18 辻邦生展 53 2.902 55

正 F18 子規とその時代 57 4.214 74
19 い の と 53 4,792 90
19 宮沢賢治 若き日の手紙 53 5,003 94
20 序,Ili 置之介の手紙 敬愛する友 恒藤恭ヘ 53 3.178 60
20 飯田龍太展 53 6.238 118
21 太宰治展 52 7.544 145
21 樋ロー葉と甲州 59 6,449 109
22 山雌 50 3,589 72
22 くじらぐもからチックタックまで―′Jヽ学校国語教科書にのつた思い出のお話原画展― 31 10,495 339
22 田 53 3.899 74
23 の のしみ 45 4.042 90
23 七 の 47 4,329 92
24 耳川啄木 52 4,641 89
25 与 53 5,620 106
26 村岡花子展 69 34,844 505
26 谷崎潤―郎展 54 4.512 84
27 60 4.758 79
28 北杜夫展 59 6,315 107
29 津島| 〒子展 53 4,121 78
30 車野心平展 56 4.698 84
Rl 55 11.466 208
R2 林真理子展 64 13,628 213
R3 ミステリーの系譜 57 5,599 98
R4 樋 ロー葉展 生誕150年 59 4.734 80
R5 ら、し三 そ 63 20,704 329

3.199 456.908 143
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特 観覧
一 日平均開催 日数 観覧者数

26633 8,785
H2

2738,99633
3

23810,37836
3

27336 9,814
3

1062,32722
3

25312,15248
4

1236,65054
4

12556 ,6,973
5

1638,64853
5

1348,87666
5

1085,51951
5

12833 4,220
6

ん`い

パーー

ヽ

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

3.756 8544
7

593.32456
7

781,86124
8

643,62957
8

10855 5,932
9

401.27432
9

763,77850
10

3375723
10

10241 4,202
11

592.01934
12

251,06842
12

512,08641
13

2741 1,121
13

614,0136614
511,94738

15
10627 2,862

16
1.393 413417

1254,13833
18

12433 4,100
19

2.909 9132
20

1013.02730
21

683,00744
21

7735 2,686
23

2.127 663223
1535,0343324
1246,5535324
653,4905424
7263 4,549

25
2618,6213325
30310,30934

26
743,6955027

1144,6614127
5546 2,514

28

一  「

― ス

11

コ ロ

「 々

I

「

の

「ヽ 「

の

の

ヘ「 の

「へベ

「 し

ヘ

ヽ つ

ヘ

の

ど

の
ヘの1

「

「

「

「

「

コ

い

1145.3674728
873,9204529

1898,3224429
873,9164530
13439 5,242

30
1427.22551Rl
843,26339Rl
552,76050R2

R2
542,70950R3
531,00519R3
10451 5,287R4

4.198 10839R4
823,03937R5

10344 4,530
R5

コ ロ ヘ
士

I 1

ヘ

の

109270,5632,472

13
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資料 1-1

山梨県立文学館専門委員会運営要綱 (案 )

(趣旨)

第 1条 この要綱は、山梨県附属機関の設置に関する条例及び山梨県附属機関の設置に関する条例施

行規則に定めるもののほか、山梨県立文学館専門委員会 (以下「委員会」という。)の組織及び運営

に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所管事項)

第 2条 委員会は、山梨県立文学館 (以下「文学館」という。)の運営に関する答申又は意見を具申す

るため、次の事項について、調査及び審議する。

一 文学資料の収集について

二 展覧会の企画について

三 その他必要な事項

(会議)

第 3条 会長は、会議を招集しようとするときは、その期日の 1週間前までに、日時、場所及び付議

すべき事項を委員に通知しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りではな

い 。

2 館長は、必要に応 じて会長に会議の招集を求めることができる。

3 会議は必要に応じて書面による開催とすることができる。

(委員以外の者の出席)

第4条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を述べ又は説明

させることができる。

(答申等)

第 5条 会長は(委員会において審議が終了したときは、議決を経て、その結果を館長に答申又は具

申しなければならない。なお、この場合、少数意見その他必要と認める事項を付記するものとする。

(庶務 )

第 6条 委員会の庶務は、文学館において行 う。

(委任)

第 7条

める。

この要綱に定めるもののほか、委員会の連営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮つて定

附 則

この要糸岡イま、 令不日6年 3月 日から施行する。
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資料 1-2

山梨県立文学館専門委員会の会議結果等の作成に関する要領 (案 )

(趣 旨)

第 1条 この要領は、審議会の会議の公開等に関する指針に定めるもののほか、山梨県立文学館専門

委員会 (以下「委員会」という。)の会議結果及び会議録の作成並びに会議資料等の公表に関し必要

な事項を定めるものとする。

(会議結果)専門

第 2条 委員会は、会議を開催 したときは、次に掲げる事項を記載した会議結果を作成するものとす

る。

(1)会議の日時及び場所

(2)出席者の氏名

(3)傍聴人の数

(4)議題

(5)会議の結果

(6)会議の公開又は非公開の別及び非公開の場合にあつてはその理由

(7)会議資料又は会議録の公表の可否等

(8)問い合わせ先

2 会議結果は、会長の確認により確定するものとする。

(会議録の作成)

第 3条 委員会は、会議を開催 したときは、次に掲げる事項を記載 した要点筆記による会議録を作成

するものとする。

(1)会議の日時及び場所

(2)出席者の氏名

(3)傍聴人の数

(4)会議次第

(5)議題

(6)会議の公開又は非公開の別及び非公開の場合にあつてはその理由

(7)議事の概要

(8)そ の他必要な事項

2 会議録は(委員に校閲の機会を与えた後、委員長の確認により確定するものとする。

(会議資料等の公表)

第4条 委員会の会議結果、会議録及び会議資料等は、公表するものとする。ただし、委員会が特に

必要と認めたときは、この限りでない。

(み田貝1)

第 5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、会長が委員会に諮つて定めるものとする。

附 則

この要領は、令和 6年 3月 日から施行する。
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資料 1-3

山梨県立文学館専門委員会傍聴要領 (案 )

(趣 旨)

第 1条  この要領は、山梨県立文学館専 F日 委員会 (以 下 「委員会」とい う。)の会議の傍聴

に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴者 の決定等 )

第 2条 傍聴定員は ら人 とす る。

2 委員会の事務局は、傍聴希望者 (報道機関の関係者 (以 下 「報道関係者」 とい う。)を

除 く。以下同じ。)を、会議の開催当日に、所定の場所、時間に集合 させ るものとす る。

3 前項の規定により集合 した傍聴希望者数が、定員に満たない場合は傍聴希望者全員を傍

聴者 とし、定員を超える場合は先着順により傍聴者を決定する。

4 前項の規定により決定 した傍聴者及び報道関係者には傍聴券を交付す るものとす る。

(取材活動 に対す る配慮 )

第 3条 報道機関の取材活動については、可能な限 り配慮するものとす る。

(傍聴席に入場することができない者 )

第 4条  次の者は、会議の会場に入場することができない。

① 傍聴券を所持 しない者

② 審議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると明らかに認められる者

(傍聴者等の守るべき事項 )

第 5条 傍聴者及び報道関係者 (以 下 「傍聴者等」 とい う。)は、会議の秩序 を乱 し、又は

審議の妨害になるような行為をしてはならない。

(秩序の維持 )

第 6条 会長は、会議の円滑な運営を図るため、傍聴者等に必要な指示をし、又は事務局の

職員に指示 させ ることができる。

2 会長は、前項の指示を し、又は事務局の職員に指示 させたにもかかわ らず、傍聴者等が

指示に従わないときは、傍瑯者等を退場させることができる。

(傍聴の心得 )

第 7条  公 開の会議 を開催す る場合には、別に定めた傍聴の心得を傍聴券の裏面に印刷 し、

これ を傍聴者等に交付す るもの とす る。

(実施細 目)                  `
第 8条  この要領に定めのない事項は、会長が協議会に諮つて定める。

附 則

この要領 は、令和 6年 3月 日か ら施行す る。
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資料 1-4

(案 )

傍 聴 の 心 得

令不日6年 3月   日制定

山梨県立文学館専門委員会

1 傍聴す る場合の手続

(1)会議の傍聴 を希望す る方 (報道機関の関係者 (以 下 「報道関係者」 とい う。 )

を除 く。以下同 じ。)は、会議の開会予定時刻までに、協議会の会長の許可を得

た上で、事務局の指示に従つて会議の会場に入室 して ください。

(2)会議の傍聴を希望す る方の傍聴の受付は先着順で行い、定員にな り次第終了

します。

2 会議の秩序の維持

(1)傍聴者及び報道関係者 (以 下 「傍聴者等」 とい う。)は、会議 を傍聴す るに当

たつては、係員の指示に従らて くだ さい。

(2)傍聴者等が会議を傍聴する場合に守つていただ く事項に違反 した ときは、退場

していただ く場合があ ります。

3 会議 を傍聴す る場合に守つていただ く事項

傍聴者等は、会議を傍聴する際は、次の事項を守ってくだ さい。

イ 会議開催 中は、静粛に傍聴 し、拍手その他の方法により、言論に対 して公然

と可否を表明 しないこと。

口 騒ぎ立てる等、議事を妨害 しないこと。

ハ 会場 において、飲食又は喫煙を行わないこと。

二 その他会場の秩序を乱 し、会議の支障となる行為をしないこと。

18



傍 聴 券  (一般用)

会議の名称 : 山梨県立文学館専門委員会

会議の日時 : 令和  年  月  日 1ヽ3:30

開 催 場 所

傍 聴 券  (一般用)

会議の名称 : 山梨県立文学館専門委員会

会議の同時 : 令和  年  月  日 13:,0

開 催 場 所

整理番号

山梨県立文学館専門委員会事務局

(山梨県立文学館 )

整理番号

山梨県立文学館専門委員会事務局

(山梨県立文学館)
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傍 聴 の 心 得

1 傍聴する場合の手続

(1)会議の傍聴を希望する方 lttR道機関の関係者 (以下「報道関係者」という。)を除く。以下同じ。)

は、会議の開会予定時刻までに、会場受付で協議会の会長の許可を得た上で、事務局の指示に従

って会議の会場に入室してください。

(2)会議の傍聴を希望する方の傍聴の受付は先着順で行い、定員になり次第終了します。

2 会議の秩序の維持

(1)傍聴者及び報道関係者 (以下「傍聴者等」という。)は、会議を傍聴するに当たつては、係員の

指示に従ってください。

(2)傍聴者等が会議を傍聴する場合に守っていただく事項に違反したときは、退場 していただく場

合があります。

3 会議を傍聴する場合に守つていただく事項

傍聴者等は、会議を傍聴する際は、次の事項を守ってください。

イ 会議開催中は、静粛に傍聴 し、拍手その他の方法により、言論に対して公然と可否を表明し

ないこと。

口 騒ぎ立てる等、議事を妨害しないこと。

ハ 会場において、飲食又は喫煙を行わないこと。

二 その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。

傍 聴 の 心 得

1 傍聴する場合の手続

(1)会議の傍聴を希望する方 lttR道機関の関係者 (以下「報道関係者」という。)を除く。以下同じ。)

は、会議の開会予定時刻までに、会場受付で協議会の会長の許可を得た上で、事務局の指示に従

つて会議の会場に入室 してください。

(2)会議の傍聴を希望する方の傍聴の受付は先着順で行い、定員になり次第終了します。

2 会議の秩序の維持

(1)傍聴者及び報道関係者 (以下「傍聴者等」という。)は、会議を傍聴するに当たつては、係員の

指示に従つてください。

(2)傍聴者等が会議を傍聴する場合に守っていただく事項に違反したときは、退場 していただく場

合があります。

3 会議を傍聴する場合に守っていただく事項

傍聴者等は、会議を傍聴する際は、次の事項を守ってください。

イ 会議開催中は、静粛に傍聴 し、拍手その他の方法により、言論に対して公然と可否を表明し

ないこと。

口 騒ぎ立てる等、議事を妨害しないこと。

ハ 会場において、飲食又は喫煙を行わないこと。

二 その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。
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資料 2-1

山梨県立文学館資料収集方針(案)

この方針は、「山梨県立文学館設置および管理条例」第 3条第 1項第 1号に規定する

「文学に関する書籍、原稿、文献、写真、フィルムその他の資料及び文学者の遺品等 (以

下 「文学資料等」とい う。)」 の収集の方針について定めるものとする。

文学資料等の収集基準は、次のとお りとする。ただ し、本県出身及び本県ゆか りの文学

者の文学資料等の収集については、当該文学者に係 る文学資料等の重要度合いを勘案

して行 うものとする。

(1)収集の対象とする文学資料等

「文学資料等」は、図書、逐次刊行物、視聴資料及び特殊資料の 4つに区分 し、そ

れぞれ次のとおりとする。

① 図書は、自著、研究書、全集、選集等とする。

② 逐次刊行物は、文芸誌、同人誌、結社誌等とする。

③ 視聴資料は、録画資料及び録音資料とする。

④ 特殊資料は、自筆資料、文献及び文学者の遺品等と3つに区分し、それぞれ次

のとおりとする。

ア 自筆資料は、原稿、書簡、日記、色紙、短冊、書画等とする。

イ 文献は、印刷物、フイルム等、研究の基礎 となる資料とする。

ウ 文学者の遺品等は、遺愛品等とする。

(2)文学者別の収集区分

① 本県出身及びゆ分 りの次の文学者については、図書、逐次千J行物、視聴資料及

び特殊資料を収集す る。

芥川龍之介・飯田蛇笏・飯田龍太・太宰治・樋 日一葉・山本周五郎・井伏鱒二・

檀一雄・深沢七郎・山崎方代・中村星湖・前田晃・三井甲之・中里介山・

伊藤左千夫・秋山秋紅蓼・田中冬二・木々高太郎・小尾十二・村岡花子・

徳永寿美子 。人木義徳・武田泰淳・李良枝・辻邦生

② 本県出身の文学者 (前記①を除く)に関する文学資料等の収集については、図

書、逐次刊行物及び特殊資料 とし、次によるものとする。

また、県外出身で県内に在住 している文学者 (前記①を除く)についても同様

とする。

ア 図書は、自著を原則 とする。

イ 逐次刊行物は、当該文学者が主宰等、関与 しているものとす る。
1ウ

 特殊資料は、自筆資料を原則とし、文献は、展示、閲覧又は普及事業に

活用できるものに限る。

③ 本県ゆかりの文学者 (前記①を除く)に関す る文学資料等の収集については、

図書及び特殊資料 とし、次によるものとする。
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ア 図書は、自著を原則 とする。

イ 特殊資料は、展示、閲覧又は普及事業に活用できる自筆資料又は文献に限

る。

④  日本文学史上、著名な文学者 (前記①～③を除く)については、次のとおり
とする。
ア 図書および逐次刊行物は、前記①～③の文学者の文学的業績に関する調査

研究、展示、閲覧又は普及事業に活用できるものに限る。
イ 特殊資料は自筆資料とし、展示、閲覧又は普及事業に特に有効に活用でき

るものに限る。

(3)図書および逐次刊行物

前記 (2)に よるもののほか、次により必要に応 じて収集できるものとする。
ア 辞書・年鑑・莫学全集等

イ 評価が定まった著名な文学賞の受賞作品

ウ 日本文学史上、重要な逐次刊行物
工 文学館等 。文芸団体・結社等の刊行物については、調査研究、展示、閲覧

又は普及事業に有効に活用できるもの

オ 本県で発行 された逐次刊行物

(4)視聴資料

前記 (2)に よるもののほか、調査研究、展示、閲覧又は普及事業に有効に活用

できるものに限る。

(5)そ の他

① 館長は、前記 (2)か ら (4)に該当しない文学資料等で、調査研究、展示、

閲覧又は普及事業に特に有効に活用できると判断されるものは、必要に応 じて収

集することができるものとする。

② この方針に定めるもののほか、文学資料等の収集に必要な事項は、館長が定め

るものとする。

附則

この方針は、平成 13年 4月 1日 か ら施行す る。

附則

この方金十1ま 、 令不日6年 4月 1日 か ら施行す る。
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(1)令和5年度事業報告

企画展 B特設展の実施状況

観覧者数

3,039名

20,704名

4.530名

開催中

内   容

書は人なリー 書かれた文字には、その人の性格や人柄があ
らわれるといいます。
森鴎外の鉛筆で書かれた楷書の文字が並ぶ原稿、夏目漱石が
新聞社の専属作家になる際の条件や要望を毛筆で綴つた書簡
のほか、正岡子規、谷崎潤―郎ら文豪の直筆資料から、個性あ
お、れる筆跡の魅力をご覧いただきながら、資料にひそむドラマ
チックな背景を紹介しました。

「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」は、作者 :廣嶋玲子、挿絵巧yttya
(ジャジャ)による児童小説で、現在、第20巻まで発売されている
人気シリーズです。              ‐

会場には、女主人紅子が営む「銭天堂」のカウンターなど、原作
イラストを元にしたディスプレイで作品の舞台を再現しました。会
場内だけでなく、芸術の森公園内にキャラクターのスタンディを
設置するなど、屋内外に楽しいフォトスポットを散りばめました。

世界最古の長編小説と言われる「源氏物語」は、後世の文学、
美術に多大な影響を与え、時代を超えて人々を惹きつけてきま
した。
三度の現代語訳に挑んだ与謝野晶子、原本に沿つた訳に拘つ
た谷崎潤―郎、やさしい言葉で読者に語りかけた円地文子な
ど、近代以降、多くの作家が挑んだ「源氏物語」の現代語訳の変
遷を、原稿、書画、書簡などで紹介しました。

令和4年度から令和5年度にかけて、当館が新たに収蔵した資
料の中から、芥川龍之介、太宰治の書簡、飯田蛇笏、飯田龍太
の書画などの資料を展示します。

会期・日数

令和5年
5月 1日 (月 )～ 6月 11日 (日 )

37日 間

令和5年        ‐

7月 15日 (土 )～ 9月 24日 (日 )

63日 間

令和5年
10月 28日 (上 )～ 12月 17日 (日 )

44日 間

令和6年

1月 27日 (土 )～ 3月 24日 (日 )

50日 間

展覧会名

*自 主企画 常設展の一環として開
催

特別展示
文豪の筆跡

企画展
ふしぎ駄菓子屋 銭天堂へようこそ

*巡回展

特設展
それぞれの源氏物語

*自主企画 常設展の一環として開
催

新収蔵品展

*観覧料無料

1

2

3
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令和5年度 教育普及事業の実施状況 (令和6年 司月末現在)

分類 事業名 内容 開催日 会場 参加人数 合 計

年
間
文
学
講
座

講座 1

「『源氏物語』「須磨」
「明石」巻―光源氏の挫
折と復活を周辺人物との関

わりから読む―」

講師 :池田 尚隆
(山 梨大学名誉教授)

①光源氏と「須磨」巻の紫の上 5月 27日 (土 )

講堂

42人

347人

②光源氏と藤壼・朧月夜 6月 24日 (上 ) 55人

③光源氏と左大臣・頭中将 7月 29日 (上 ) 41人

④光源氏と六条御息所・花散里 8月 26日 (土 ) 42人

⑤光源氏と明石入道 9月 30日 (土 ) 39人

⑥光源氏と桐壺院・朱雀帝・弘徽殿大后 10月 28日 (土 ) 32人

と明石の上 11月 25日 (上 ) 45人

氏と「明石」巻の紫の上 12月 23日 (土 ) 51人

講座 2
「近代文学における「光

源氏」的な男たち」

講師 :古川 裕佳
(都留文科大学教授)

賀直哉「児を盗む話」女児を育てること 5月 12日  化釜)

研修室

34人

227人

賀直哉「晴夜行路」のフアミリーロマンス 6月 9日 (金 ) 30人

③志賀直哉「暗夜行路」o姦通 7月 7日 (金 ) 31人

里見弾「多情仏心」の空虚な中心 8月 4日 儀釜) 26人

⑤里見弾「多情仏心」女性の酉己置から 9月 15日 (金 ) 17人

崎潤―郎「痴人の愛」育つた妻の裏切り 10月 13日 (金 ) 34人

②谷崎と源氏物語 11月 10日 (金 ) 27人

③谷崎潤―郎「台所太平記」文豪最後の夢 12月 8日  (金 ) 28人

講座 3

講師 :当館学芸員

①資料から読む作家の交友
講師 :高室有子

6月 4日  (日 )

研修室

32人

75人②佐佐木茂索の日記を読む
講師 :保坂雅子

9月 10日 (日 ) 9人

③「源氏物語J現代語訳のたのしみ
講師 :中野和子

11月 12日  (日 ) 34人

特
設
展

企
画
展
関
連
事
業

「文豪の筆跡一館蔵の名

品から一」関連事業

講演会「文学資料をどう読み解 くか

―毛筆・ペン・鉛筆の間」

講師 :中 島国彦
(早稲田大学名誉教授 )

5月 5日

(金・祝 )

講 堂 86人

854人

「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂
へようこそ」
ワークショップ

ワークシヨツプ「ガラスエ芸でサン

キャッチャーを作ろう」
講師 !深沢和美

8月 6日  (日 ) 研修室 47人

「それぞれの源氏物語」
関連事業

朗読公演会 紺野美沙子の朗読座
「源氏物語～紫のゆかりの物語～」

10月 ,29日  (日 )

講堂

405人

講演会「『源氏物語』その面白さの

鞠 :腿 雌学者・傾
11月 11日 (■ ) 184人

請演会「樋ロー葉の和歌と『源氏物

語』」
講師 :兵藤裕己

(学習院大学名誉教授)

12月 9日 (土 ) 111人

ワークショップ「つまみ細工で梅T
クセサ リーを作ろう」

講師 :飯島 薫

12月 17日  (日 ) 研修室 21人
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鑑 名
賞作
会 映

画

一般向け
「桜田門外の変」 10月 7日 (土 )

講堂

162人

455人「キューポラのある街」 12月 10日  (日 ) 154人

子ども向け 「西の魔女が死んだ」 8月 5日 (土 ) 139人

文
学
倉1

作
教
室

小さな本 (ZINE)作 り教
室

講師 :吉 田朝麻 7月 22日  (■ )

研修室

35人

178人

初心者短歌教室
① 講師 :三枝浩樹 7月 1日 (土 ) 18人

② 講師 :三枝浩樹 7月 8日 (上 ) 18人

小説創作教室
① 講師 :川上健― 6月 3日 (上 ) 25人

② 講師 :川上健一 10月 14日  (日 ) 18人

短歌講座
① 講師 :三枝昂之 9月 2日 (上 ) 25人

② 講師 :三枝浩樹 12月 16日 (土 ) 39人

ブワ
|

ク
シ
ヨ

ツ

川柳を詠もう 講師 :井上信太朗 10月 22日 (日 )

研修室

20人

40人
朗読教室

原きよ 朗読教室
～声に乗せて味わう児童文学～

講師 :原きよ
1月 28日 (日 ) 20人

出

日IJ

講
座

山梨の文学解説講座 都留文科大学、峡南国語部会、ことぶき勧学院 3回 101人
1,246人

小中高文学教室 県立中央高校 ほか 15回 1,145人

文
学
角旱
説

展示解説
(一般向け)

河口湖教協図書館部会 1回 常設展
特設展
企画展

9人

1,009人
展示解説
(小中高大学生向け)

山梨英和中・高校文芸部ほか 26E∃ 1,000ノ(

チ
ヤ

レ

ン

ン

ク
イ
ズ

特別展示チャレンジクイズ 小中高一般 5月 1日 ～6月 11日 、 特別展示 676人

11,883人

企画展チャレンジクイズ 小中高一般 7月 15日 ～9月 24日 企画展 9,595人

特設展 チヤレンジクイズ 小中高一般
10月 28日 ～ 12月

17日 、1月 27日

～3月 24日
特設展 569人

チャレンジ文学館 (わ た
しはだあれ ?) 小中高一般 通 年 常設展 899人

文学の柱クイズ 小中高一般 通 年 芸術の森公園 144人

実
習
受
入

ジュニアインターンシップ 中高生 (5人 ×2日 、6人 Xl日 ) 7月 26日 ～28日 16人
52人

博物館実習 学芸員資格取得単位の実習 (6人 ×6日 ) 7月 19日 ～23日 、25日 36人

そ
の

他

アウ トリーチ移動文学館 ) 小中高 29校 通 年 11,044人

12,727人

ZINEフ ェスティバル 各種ZINEの展示、交流会 7月 23日 研修室 225人

博学連携広報活動 検長会・国語部会での普及事業説明 456人

教育センター共催研修 ZINE作 り・展示室見学 7月 27日 研修室 20人

山梨県立図書館共催企画
対談「三枝昂之館長 X金田―秀穂館
長スペシヤル トーク]

8月 11日

(金・祝 )
講堂 157人

教師のための学習会 それぞれの源氏物語、新収蔵品展 11月 16日 (木 ) 展示室 13人

やまなし文学賞 表彰式 5月 、 1月 、3月 研修室

やまな し文学賞 作品応募 (一般621、 青少年21) 6月 1日 ～11月 30日 642人

教育センター初任者研修 文学館の活用について 10月 20日 (金 ) 170人
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令和 5年度 閲覧室事業実施状況

◆ 閲覧室資料紹介

◆ 山梨の文学者資料紹介

◆ その他の資料紹介

◆ 閲覧室 トーク

聞覧室の利用方法やサービス、特色ある所蔵資料などを30分程度で紹介している。

7月 23日 (日 )8名参加、8月 19日 (上)3名参加、11月 20日 (月 ・県民の日)12名参加で実施。

タ   イ   ト  ル 展 示 期 間 備 考

1 こどもの本のいま・むか し 令和5年 7月 14日 (金 )～ 9月 24日 (日 ) 企画展「ら、しぎ駄菓子屋錢天堂へようこそJ関連

2 昇仙峡文学散歩 令和5年 9月 27日 (水)～ 10月 26日 (木 ) 常設展「昇仙峡名勝指定100年記念」関連

3 平安文学一源氏物語を中心に一 和5年 10月 28日 (上 )～ 12月 17日 (日 ) 特設展「それぞれの源氏物語」関連

4 教科書に載つた文芸作品 令和6年 1月 30日 (火)～ 4月 5日 (金 )

展 一不 名 展 示 期 間 備 考

1

に ち

6 21
令和5年 6月 21日 (水 )～ 7月 12日 (水 ) 村岡花子 生誕130年

2 小林一三 生誕 150年 令和5年 9月 27日 (水)～ 10月 26日 (木 ) 小林 生誕150年

3
生 日に

1

令和6年 1月 17日 (水)～ 2月 4日 (日 )

令和6年3月 1日 (金 )～ 3月 24日 (日 )
4

日 に ん

3 15

タ   イ   ト  ル 展 示 期 間 備 考

1 桜桃忌 令和5年 6月 16日 (金 )～ 6月 20日 (火 ) 太宰治関係資料

2 七夕と星の展示 令和5年 7月 1日 (土)～ 7月 13日 (木 )

3 芥川と河童 (河童忌) 令和5年 7月 22日 (上 )～ 7月 27日 (木 ) 芥サII龍之介関係資料

4 蛇笏忌 令和も年9月 29日 (金)～ 10月 6日 (金 ) 飯田蛇笏関係資料

5 一葉忌 令和5年 11月 17日 (金 )～ 11月 26日 (日 ) 樋ロー葉関連資料

6 ク リスマスの展示 令和5年 12月 8日 (金)～ 12月 24日 (日 )

7 周五郎忌 令和6年 2月 9日 (金)～ 2月 16日 (金 ) 山本周五郎関係資料

8 名作に見る富士山 令和6年 2月 20日 (火 )～ 2月 28日 (水 ) 富士山関連資料
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令和 3～ 5年度閲覧室利用統計

閲覧室利用状況 (内訳)

閲覧室入室者 (月 別 )

館
数

開
日

入室者
閲覧
カード
発行数

閲覧者数
閲覧
冊数

査
談

調
相

電子式
複写
枚数

ク
写
数

雪
複
枚

口 画像
検索
回数

料
介
数

資
紹
冊

令和3年度 203 2.228 38 184 445 576 923 0 320 357

令和4年度 212 2.626 38 199 760 519 1,445 10 460 625

令和5年度 229 19,118 48 216 844 690 1,859 150 732 630

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
1日 平均
入室者数

令和3年度 191 229 185 224 74 215 332 543 235 165 163 227 2,783 10

令和4年度 220 356 314 278 460 292 298 408 0 0 2,626 12

令和5年度 0 302 277 4,101 8,404 4,453 407 721 255 198 0 19,118 83

人

プヽ

ノ ゝ

ノ ヽ

〆

ノ

ノ

ノ

‐ 令和3年度 ‐ 令和4年度 +令 和5年度

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

4月   5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月  1月   2月  3月

関覧室入室者数月別集計グラフ
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調査相談 (口 頭日電話口手紙BFAXHメ ール)(月 別)

複写枚数 (電子式ロマイクロ)(月 別 )

合計 1日 平均件数2月 3月12月 1月9月 10月 11月7月 8月5月 6月4月

371 76645 7480 7729 57 5853 8852 82令和3年度

311 53022 1884 1459 45 4647 5271 61令和4年度

30 69047 56 059 114103 7473 66 6929令和5年度

合計 1日 平均枚数2月 3月12月 1月9月 10月 11月7月 8月4月 5月 6月

8592 1,69383 9511 133 4680 80173 28 35022令和3年度

110 786 2,24139 5251 13090 173105 206 144令和4年度 312

2,009 90 0333 213 193161 31638 2213 153 378令和5年度

35



令和 5年度の文学資料収蔵・利用状況

I 図書・逐久刊行物のデータ登録状況

文献検索システムヘ書誌。所蔵データを登録し、公開している。

Ⅱ 図書・逐次刊行物の購入状況(令和5年度分)

令不日6年2月 29日 現在

資料総数 購 入 寄 贈 寄 託 作 製 保管転換

図   書 115,596 37,510 68,606 4,985 788 3,707

逐次刊行物 219,185 58,722 149,025 6,124 864 4,450

マイクロ資料等 8,857 7,263 326 55 1 208 5

ハ
回 計 343,638 103,495 217,957 11,164 2 860 8,162

種    月町 冊 数 主 な 資 料

図  書 360

書  名 著 者 名 等 発 行 所 発 行 年

森鴎外 自筆『舞姫』草稿複製本 森鴎外 跡見学園女子大学 考予不日4

神変呉越草紙 白井喬二 衆文社 大正15

新釈源氏物語 上下 与謝野晶子 大鐙 閣 大正15

お母さんのお話1大将の馬 徳永寿美子 金の星社 日召不日9

小沼丹全集 全5巻 小沼丹 未知谷 平成26

詩集雪明りの路 伊藤整 木馬社 昭和 27

常磐木 佐佐木信綱 東京堂書店 大正H

山本周工郎の記憶 山本周五郎記念財団 歴史探訪社 令和5

逐次刊行物 614

誌  名 巻  号 発 行 所 発 行 年

地上巡礼 1巻4号 巡礼詩社 大正 3

大街道 倉Jfll号 大街道発行所 大正13

四季 16号 四季社 日召不日11

婦人倶楽部 15巻6号 大 日本雄辮会講談社 日召不日9

子供之友 26巻 11号 婦人之友社 日召不日14

希 望 3巻2号 エスポワール出版都 日召不日29

幼年倶楽部 8巻 10号 講談社 日召不日8
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Ⅲ 図書。逐次刊行物の寄贈状況(令和5年度分)

種  別 冊 数

発 行 年発 行 所著 者 名 等書  名

2018もりんちゅ文庫穴山町「伊藤生更歌碑」建立委員会

歌人伊藤生更

194 1朱雀書林山岸外史煉獄の表情

2023日本古書通信社川島幸希太宰治『晩年』の署名本

2022中込鯨中込鯨郷土の先哲渡邊清洲

2023新典社石田千尋古事記の歌と評

日召不日2年興文社西条八十日本童語集 上級用 /〕 学ヽ生全集第48

巻

206

発 行 年発 行 所巻  号誌  名

日召不日61雲母新人会熔J千 J→孝雲母新人会会報

令和5作家旧蔵書研究会令和5年1号近代作家旧蔵書研究会年報

日召不日33山梨県職員労働組合読書会昭和33年 5号かがり火

日召不日24山梨県立芸1付第二高等学校文芸都日召不百24年 2号やまなみ

日召不日31月刊山脈発行会刊号

921

月刊山脈

逐次刊行物
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Ⅳ 特殊資料の購入状況(令和5年度分 )

V特 殊資料の受贈状況(令和5年度分 )

△
口

R6229現在

資 料 名 点数

1 太宰治 砂子屋書房 山崎剛平宛書簡 4

2 木々高太郎 「裏窓 (ヒ ッチコック作品)」 原稿 ほか 2

3 檀一雄文学碑 除幕のしおリ パンフレット 1

4 辻邦生 「感覚のめざすもの 森有正論の試み」原稿 1

5 米澤順子 國民新聞學藝部宛書簡 1

6 金子兜太 村上一郎宛書簡 20

7 「飯田蛇笏先生御生誕百年記念大会」関係資料 ほか 2

8 飯田蛇笏 嶋田賢平宛書簡 2

9 李良枝 岩橋邦枝宛書簡 1

10 飯田蛇笏「巫女の貪1侃きたる雪月夜」軸装 ほか 5

11 飯田蛇笏「聖芭蕉かすみておはす庵の春」額装 ほか 9

12 前田晃 「責任を好まない人」原稿 ほか 2

13 宮沢賢治 保阪嘉内宛書簡 複製 15

14 三宅龍子 「こき返る舟まつほとを堤みち結ひてはとく青柳のいと」短冊ほか 5

15 向山富士雄 画 「捩花」 (宮沢恵理子 著)第 31回やまなし文学賞挿絵原画 1

16 小林康浩 画 「三日月」 (菱山愛 著)第31回やまなし文学賞佳作挿絵原画 1

17 小林宏 画―「雨を知るものJ(秋田柴子 著)第31回やまなし文学賞佳作挿絵原画 1

18 丸山真未 画 「追いかける瞳」 (山 田孝 著)第31回やまなし文学賞青春賞挿絵原画 1

19 鈴木史帆 画 「行路」 (成瀬なつき 著)第31回やまなし文学賞青春賞佳作挿絵原画 1

20
郁 画 「畜ケルベロス談」 (米 山柊作 著)

第31回やまなし文学賞青春賞佳作挿絵原画
1

21
渡辺 りさ 画 「悪意の居留守」 (伊藤東京 著)

第31回やまなし文学賞青春賞佳作挿絵原画
1

77

資 料 名 点数

1 章薄 「「芥川龍之介「手帳七」考続堀」抜き刷 り 1

2 柳原白蓮 「初夏やしら百合の香に抱かれて寝るとおもひき若草の床」軸装 1

3 中込純次 池内規行宛書簡 ほか 24

4 永田和宏 「ゆつ くりと風の光をませなか ら岬の端二風車ハまはる」一枚物 1

5 「右左口尋常高等小学校卒業記念写真帖」 (山崎方代関連資料)ほか 24

6 加賀美子麓 古屋富雄宛書簡 ほか 5

7 権堂園立 権堂花代結婚式写真パネル 1

8 吉本隆明 「山本育夫小論」原稿コピユ
1

9 李良枝写真パネル 1

10 石橋湛山 進藤篤一宛書簡 ほか 8

11 冨士田元彦 秋元千恵子宛書簡 ほか 6

12 向山富士雄 画「捩花」挿絵原画 19

13 その他 33

125
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Ⅵ 資料の寄託状況(令和5年度分 )

【新規寄託】

【追加寄託】

Ⅶ 文学資料館外貸付状況

年数点数資 料 名番 号
51

河野裕子 梅に光 中 一枚物イこ し つら めも け咲 るのひ しき 月歳さ 添し す ゆき白110

1 3
室生犀星 丸山邦夫宛書簡111

1 5
斎藤茂吉 「「源賞朝」について」原稿112

点数 年数資 料 名
番 号

43 3
石原舟月 「団子花つぶらに枯れて榜がれけり」 ほ か短冊第92号

1 5
秋山秋紅嬰 「墨雨菊花」折帖第101号

貸出先 展示会名 。会期 貸出資料 (点数)

日本近代文学館

企画展 「教科書のなかの文学/教室

のそとの文学 I一芥川龍之介 「羅生

門」とその時代 J

令和5年 6月 24日 ～9月 9日

芥川龍之介 「羅生門」草稿 (複製)ほか

計3′点

神奈川近代文学館 写プ唇ヴサ婆ヂ写ガケ劣榎矛厨令系
5年 9月 30日 ～H月 26日

井伏鱒二 「本
―
日休診」原稿 ほか 計24点

久留米市美術館

「芥川龍之介と美の世界 二人の先

達―夏目漱石、菅虎雄」令和5年 10月

28日 ～2024年 1月 28日

芥川龍之介 「或阿呆の一生」草稿 ほか

計13点

神奈川県立近代美術館

「芥川龍之介 と美の世界 二人の先

達―夏 目漱石、菅虎雄」令和6年 2月

10日 ～4月 7日

芥川龍之介 「鼻」草稿 ほか 計16点

山梨県立博物館
企画展 「小林一三生誕150年 宝塚

歌劇の世界 一清 く、正 しく、美 し

く」之缶不日5ナ手 10月 14日 ～ 12月 4日

小林一三『宝塚漫筆』ほか 計2点
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(2)令和6年度事業予定  企画展 口特設展

備  考

自主企画

E常設展の一環として開催。

自主企画

J常設展の一環として開催。

自主企画

自主企画

文学作品には、食の場面が多く登場します。作家たちの食へのこだ
わりを探ると、好き嫌いがあつたり、忘れられない思い出の食べ物が
あつたり・…・・。料理本を手がける作家も意外に多いのです。芥川龍
之介と甲州葡萄、太宰治と甲府の豆腐屋さん……。文学のおいしい
シーンを紹介します。

金子兜太(1919～2018埼玉県小川町生まれ)は、従軍体験を経
て、社会性俳句、前衛俳句運動を担う若手俳人として注目を集めま
した。以後、昭和・平成の俳壇に大きな足跡を残し、歿後5年を経た
今も影響力を与え続けています。俳旬作品をはじめ、飯田龍太ら同
時代の俳人や文学者との交流、俳人の枠をこえた幅広い活動の様
子を取り上げますと

令和6年 に新たに収蔵した資料を公開します。

内   容

明治40年代、自然主義文学の隆盛期に小説「少年行」で文壇に登場
した中村星湖(1884～ 1974山梨県富士河口湖町生まれ)の生
涯と作品を取り上げます。小説だけでなく、フローベル、モーパッサン
の翻訳、さらに民衆芸術、農民文学運動に関わる評論活動など、多
彩な業績を紹介します。

令和6年

7月 13日 (土 )～ 8月 25日 (日 )

39日 間

令和6年
9月 14日 (上 )～ 11月 24日 (日 )

62日 間

令和7年

2月 1日 (土 )～ 3月 23日 (日 )

43日 間

会期・日数

令和6年

4月 27日 (上 )～ 6月 23日 (日 )

49日 間

展覧会名

「中村星湖展   ・

生誕140年 歿後50年」

開館35周年記念
特設展

「文学はおいしい」(仮称)

開館35周年記念
特設展

「金子兜太展」(仮称 )

開館35周年記念
企画展

新収蔵品展

1

2

3

4



令和6年度事業予定  資料情報課事業

◇閲覧室資料紹介

所蔵資料を紹介・展示することにより、利用者が直接手に取つて利用できる資料を増や

し、開かれた文学館のイメージの定着と閲覧室の活性化を図る。

あわせて、閲覧室の機能の周知と利用促進及び資料収集の推進を図る。

展示期間展示名及び概要

令和 6年

4月 26日 (金)～

6月 23日 (日 )

もつと知りたい中村星湖

「特設展 中村星湖展」の内容にあつせた、図書、雑

誌、関連資料の展示を通じて、さまざまな角度から

中村星湖を紹介する。

令和 6年

7月 12日 (金 )～

8月 25日 (日 )

たべもの百景 (仮 )

「特設展 文学はおいしい」にあわせて、作家が好ん

だ食べ物、作品に描かれたたべものなど、文学作品と

たべものの世界を幅広く紹介する。

令和 6年

9月 13日 (金)～

11月 24日 (日 )

俳句への誘い (仮 )

「企画展 金子兜太」にあわせて、金子兜太関連資

料、また俳句に関する図書、雑誌のほか、山梨県内の

俳句に関する資料も紹介する。

令和 7年

1月 2日 (木 )～

3月 23日 (日 )

児童文学の翻訳者たち(仮 )

海外児童文学を日本語に翻訳し紹介した作家と、そ

の作品 (図書、雑誌)を紹介する。
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◇山梨ゆか りの文学者 資料紹介

本県出身・ゆかりの文学者を身近に感じてもらうことを目的として、著作や関連資料を

紹介する。

展 不 名 展 示 期 間

高浜虚子 生誕150年 令和6年6月 5日 (水 )～ 7月 10日 (水 )

時代小説を読む 令和6年8月 28日 (水 )～ 9月 11日 (水 )

誕生日にちなんだ資料紹介

山崎方代 生誕 110年 (11月 1日 生まれ )

令和6年 11月 27日 (水 )～ 12月 25日 (水 )

野尻抱影 生誕140年 令和7年 3月 26日 (水 )～ 4月 23日 (水 )

◇ 季節 日行事等に関するミニ展示

「七夕と星の展示」          令和 6年 6月 26日 (水)～ 7月 10日 (水 )

「クリスマスの展示」          令和 6年 12月 4日 (水)～ 12月 25日 (水 )

※その他、講座、講演会開催時に講師の著作や関連資料を展示する。

◇ 閲覧室 トーク

職員が閲覧室の利用方法やサービスなどを紹介し、文学館及び閲覧室の周知を図る。

内容 :閲覧室の紹介、画像情報システム・文献検索システム端末の操作説明、書庫

の案内、特色ある資料 (図書・雑誌)の紹介など

定員 :10名程度 時間:30分程度 (午後開催予定)

第1回 5月 5日 (日 )

第2回 7月 14日 (日 )

第3回 8月 11日 (日
。祝 日)山 の日

第4回 11月 20日 (水 )県民の 日
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